
  

和歌山線活性化検討委員会規約 

 
（名 称） 

第１条 本会は、「和歌山線活性化検討委員会」（以下「検討委員会」という。）と称する。 

（目 的） 

第２条 検討委員会は、和歌山線の沿線地方公共団体等が一体となり、地域振興の観点か

ら本県北部の幹線鉄道である和歌山線を一層活性化させる方策について調査・研究する

ことを目的とする。 

（会 員） 

第３条 検討委員会は、前条に掲げる目的に賛同する団体で構成する。 

２ 前項の構成団体は、別表のとおりとする。 

（事 業） 

第４条 検討委員会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行なう。 

（１）和歌山線の活性化方策に関する調査・研究 

（２）その他検討委員会の目的達成に必要な事業 

（委 員） 

第５条 検討委員会に、次の委員を置く。 

（１）理事 ５名 

（２）監事 ２名 

２ 理事及び監事は、構成団体の長等で構成する。 

３ 理事の互選により会長１名及び副会長２名を選出する。 

４ 理事及び監事の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

５ 理事及び監事の任期中に異動が生じたときは、後任者の任期は、前任者の残任期間と

する。 

（委員の職務） 

第６条 会長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、あらかじめ会長が指名した副会長

がその職務を代理する。 

３ 理事は、検討委員会の運営を総括する。 

４ 監事は、検討委員会の会計を監査する。 

（委員会） 

第７条 委員会は、理事及び監事をもって構成する。 

２ 委員会は、会長が必要と認める時に開催する。 

３ 委員会は、会長が必要と認める事項について審議する。 

（幹 事） 

第８条 検討委員会に幹事を置く。 

２ 幹事は、各委員の所属する団体の担当課室等の長をもって充てる。 

３ 幹事長は、会長選出団体の担当課室等の長をもって充てる。 

４ 幹事長の所属する担当課室等に事務局を置き、委員会の会計その他必要な事務を処理

する。 



  

（幹事会） 

第９条 幹事会は、次に掲げる者をもって構成する。 

（１）前条第２項に定める幹事 

（２）検討委員会が必要と認める者 

２ 幹事会は、会長の指示に従い幹事長が招集し、総会及び委員会に付議する事項及び検

討委員会の運営に必要な事項を審議する。 

（総 会） 

第１０条 総会は、毎年１回開くものとする。ただし、会長は、特に必要があると認める

ときは、臨時総会を開くことができる。 

２ 総会の議長は、会長をもって充てる。 

３ 総会は、次の事項を審議する。 

（１）予算及び決算に関すること。 

（２）事業計画及び事業報告に関すること。 

（３）規約の改正に関すること。 

（４）その他会長が必要と認めた事項に関すること。 

（委員会、幹事会及び総会の書面表決等） 

第１１条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない場合は、あらかじめ通知された

事項について、書面をもって表決することができる。この場合において、その構成員は

会議に出席したものとみなす。 

２ 会長は、緊急を要する事項又は簡易な事項については、書面により構成員の賛否を求

めて会議の議決に変えることができる。 

３ 前項の議決は、全員の賛成を要する。 

（経 費） 

第１２条 検討委員会の経費は、負担金その他の収入をもって充てる。 

２ 検討委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。ただし、

初年度はこの限りでない。 

（その他） 

第１３条 この規約に定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な事項は、会長が定め

る。 

 

附 則 

この規約は、平成１１年１１月２２日から施行する。 

附 則 （平成１４年５月２０日 規則第５条第４項） 

この規約は、平成１４年５月２０日から施行する。 

附 則 （平成１７年１１月７日 規則第３条第２項、規則第５条第１項） 

この規約は、平成１７年１１月７日から施行する。 

附 則 （平成１８年３月１日 規則第３条第２項、規則第５条第１項） 

この規約は、平成１８年３月１日から施行する。 

附 則 （平成１８年４月１日 規則第３条第２項） 

この規約は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 （平成２１年５月２６日 規則第９条第１項） 



  

この規約は、平成２１年５月２６日から施行する。 

附 則 （平成２２年５月２１日 規則第２条第１項、規則第３条第２項、規則第５条

第１項、規則第５条第２項） 

この規約は、平成２２年５月２１日から施行する。 

附 則 （令和２年６月１１日 規則第１１条、規則第１２条、規則第１３条） 

この規約は、令和２年６月１１日から施行する。 



  

別表（第３条 第２項関係） 

 

 

〔構 成 団 体〕 

 

和歌山市・橋本市・紀の川市・岩出市・かつらぎ町・和歌山県・西日本旅客

鉄道株式会社 和歌山支社 

 

（平成２２年５月２１日現在） 


